
 

日本インスタントコーヒー協会定款 	 
 
 

（昭 和 ３ ６ 年 ９ 月 ２ ５ 日 施 行） 
（平 成 ２ 年 ８ 月 ３ １ 日 一 部 改 訂） 
（平 成 ４ 年 １ １ 月 １ ２ 日 一 部 改 訂） 
（平 成 ７ 年 １ １ 月 １ ０ 日 一 部 改 訂） 
（平成１１年１１月１９日一部改訂） 
（平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ ３ 日 一 部 改 訂） 

 	 

第１章 	 総 	 則 	 

（名 	 称） 

第１条 	 本会は、日本インスタントコーヒー協会という。 

（事務所） 

第２条 	 本会は、主たる事務所を東京都におく。 

 	 ２ 	 本会は理事会の議決を経て、必要な地に支所または出張所をおくことができる。 

 	 （目 	 的） 

 	 第３条 	 本会は、会員の有機的な結合によりインスタント（ソリュブル）コーヒー業界の健全なる向上

発展�をはかり、併せて会員相互の親睦に寄与することを目的とする。 

第２章 	 事 	 業 	 

 	 （事 	 業） 

 	 第４条 	 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 

 	  	 ① 	 需要の増進に関する事業 

 	  	 ② 	 製品の品位向上に関する事業 

 	  	 ③ 	 調査研究、および情報の収集ならびに通報 

 	  	 ④ 	 行政庁の諮問に対する答申 

 	  	 ⑤ 	 行政庁等に対する建議、および請願 

 	  	 ⑥ 	 その他、本会の目的達成に必要な事業 

第３章 	 会 	 員 

 	 （会員の資格） 

 	 第５条 	 本会の会員は、インスタント（ソリュブル）コーヒーの製造、輸入・再包装を業とする者であ

って、本会の趣旨に賛同した者とする。 

 	 （会員の加入および退会） 

 	 第６条 	 本会に入会しようとする者は、前条の資格を有する者であって、会員の推せんにより入会申込

書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 

 	 ２ 	 本会を退会しようとする者は、その理由を記した退会届けを会長に提出し、理事会の承認を受けな

ければならない。 

 	 第７条 	 本会の会員は、この定款、諸規定及び総会の決定した事項を遵守しなければならない。 

 	 （除 	 名） 

 	 第８条 	 会長は、本会の会員が本会の定款に違反し、または本会の名誉を著しく損なう行為のあったと



きは、総会の決議を経て、除名することができる。この場合には、その会員に総会で弁明する機会を

与えなければならない。 

 	 （会 	 員） 

 	 第９条 	 本会の会員は、総会において別に定める本会の会費を負担しなければならない。 

 	 ２ 	 会費の額、その徴収の時期および方法、その他必要なる事項は総会において定める。 

 	 （入会金） 

 	 第１０条 	 本会に入会する者は、入会金を納入しなければならない。 

 	 ２ 	 入会金の額は、総会において定める。 

 	  

 

 

 

 	 （会費および入会金の返還） 

 	 第１１条 	 既納の会費および入会金は、その理由の如何を問わず返還しない。また会員が退会し 

 	  	  	 た場合は、未納の会費は徴収する。 

第４章 	 役員、顧問および職員 	 

 	 （役 	 員） 

 	 第１２条 	 本会に、次の役員をおく。 

 	  	 ① 	 理事 	  	 ４名以上１２名以内 

 	  	 ② 	 監事 	  	 １名以上３名以内 

 	 （役員の選出） 

 	 第１３条 	 役員は、総会において会員及び会員である法人の役職員のうちから選任する。ただし、必要

がある場合には、３名以内に限り、その他の者から選任することができるものとする。 

 	 ２ 	 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。 

 	 ３ 	 理事のうち１名を会長、１名以上を副会長とし、理事会において互選する。 

 	 （役員の任期） 

 	 第１４条 	 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨�げない。 

 	 ２ 	 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 	 ３ 	 役員は、その職を辞し、またはその任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行なう。 

 	 （役員の職務） 

 	 第１５条 	 会長は、本会を代表して、会務を統理する。 

 	 ２ 	 副会長は、会長を補佐して会務を管掌し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が定める順位に従

い、その職務を代行する。 

 	 ３ 	 理事は、理事会を組織して業務を執行し、会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長が

定める順位に従い、会長の職務を代行する。 

 	 ４ 	 監事は、本会の財産の状況および理事の業務執行の状況を監査するとともに、理事会に出席して意



見を述べることができる。 

 	 （顧 	 問） 

 	 第１６条 	 本会に顧問をおくことができる。顧問は学識経験のある者のうちから理事会の推せんにより、

会長が委嘱する。 

 	 ２ 	 顧問は、本会の運営上重要な事項について会長の諮問に応ずるものとする。 

 

 	 （職 	 員） 

 	 第１７条 	 本会に、職員をおくことができる。 

 	 ２ 	 職員の任免は、会長が行なう。 

第５章 	 会 	 議 	 

 	 （会 	 議） 

 	 第１８条 	 本会の会議は、総会および理事会とする。 

 	 ２ 	 総会は会員をもって、理事会は理事をもって構成する。 

 	 ３ 	 会議は、会長が召集する。 

 	 （総 	 会） 

 	 第１９条 	 総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年１回、事業年度終了後２ヶ月以内に

開催する。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。 

 	 ２ 	 臨時総会は、次の場合に開催する。 

 	  	 ① 	 会長が必要と認めるとき 

 	  	 ② 	 理事会の決議によるとき 

 	  	 ③ 	 会員の３分の１以上から、会議の目的である事項を示して、請求のあったとき 

 	 ３ 	 会長は、総会を招集するときは、会日の５日以前に会議の目的、日時および場所を記載した書面を

もって会員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 

 	 （総会の附議事項） 

 	 第２０条 	 この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項は、総会の議決または承認を経なければ

ならない。 

 	  	 ① 	 定款の変更 

 	  	 ② 	 本会の解散 

 	  	 ③ 	 入会金及び会費の額ならびにその他経費の賦課およびそれらの徴収の時期および方法 

 	  	 ④ 	 毎年度の事業計画および収支予算 

 	  	 ⑤ 	 毎年度の事業報告および収支決算 

 	  	 ⑥ 	 役員の選任および解任 

 	  	 ⑦ 	 会員の除名 

 	  	 ⑧ 	 借入金の最高限度額 	  	  

 	  	 ⑨ 	 その他会長が必要と認めた事項 

 



 

 	 （総会の定足数） 

 	 第２１条 	 総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。 

 	 （総会の表決権） 

 	 第２２条 	 総会における会員の表決権は、おのおの平等とする。 

 	 （総会における議決） 

 	 第２３条 	 総会の議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 

 	 ２ 	 やむを得ない理由により会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をも

って表決し、または、その会議を構成する会員に書面をもって表決権を委任することができる。こ

の場合は出席したものとみなす。 

 	 （総会の議長） 

 	 第２４条 	 総会の議長は、総会において別段の定めをした場合を除き、会長がこれに当たる。 

 	 （議事録） 

 	 第２５条 	 総会の議事録は、議長がこれを作成し、議長および議長の指名した出席者代表２名が署名捺

印し、会長が管理するものとする。 

 	 （理事会） 

 	 第２６条 	 理事会は、次の場合に招集する。 

 	  	 ① 	 会長が必要と認めるとき 

 	  	 ② 	 理事が必要ありと認め、書面をもって理由を述べ請求があったとき 

 	 ２ 	 会長は、理事会を招集するときは、会日の５日以前に会議の目的、日時及び場所を記載した書面を

もって理事に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りはない。 

 	 （理事会の附議事項） 

 	 第２７条 	 この定款に別段の定めのあるもののほか、次の事項は、理事会の議決または承認を経なけれ

ばならない。 

 	  	 ① 	 総会に附議すべき事項 

 	  	 ② 	 総会から委任された事項 

 	  	 ③ 	 加入、退会の諾否 

 	  	 ④ 	 会員の除名 

 	  	 ⑤ 	 事業の執行とその他本会の運営に関する細則の制定及び改廃 

⑥ その他会長が必要と認めた事項 

 

 	 （理事会の定足数） 

 	 第２８条 	 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

 	 （理事会における議決） 

 	 第２９条 	 理事会の理事は、出席理事の過半数を持って議決し、可否同数のときは、議長がこれを決す

る。 



 	 ２ 	 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面で

表決し、または他の理事に書面をもって表決権を委任することができる。この場合は出席したもの

とみなす。 

 	 （理事会の議長） 

 	 第３０条 	 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 	 （理事会の議事録） 

 	 第３１条 	 理事会の議事録は、第２５条の規定を準用する。 

第６章 	 会 	 計 	 

 	 （資 	 産） 

 	 第３２条 	 本会の資産は、次に掲げるものよりなる。 

 	  	 ① 	 入会金および会費 

 	  	 ② 	 寄附金 

 	  	 ③ 	 その他収入 

 	 （経費の支弁） 

 	 第３３条 	 本会の経費は、前条の資産をもって支弁する。 

 	 （資産の管理） 

 	 第３４条 	 本会の資産は、会長が管理する。 

 	 （現金預入機） 

 	 第３５条 	 本会の現金預入機関は、総会において定める。 

 	 （事業年度） 

 	 第３６条 	 本会の事業年度は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までとする。 

第７章 	 解 	 散 	 

 	 （解 	 散） 

 	 第３７条 	 本会は、総会において会員の３分の２以上の同意を得なければ、解散することはできない。 

 

 	 （残余財産の処分） 

 	 第３８条 	 本会が解散した場合において、残余財産があるときは、総会の決議を経て処分するものとす

る。 

 	 附 	 則 

 	  	 １ 	 本会の運営上必要な細則は、会長が理事会にはかって定める。 

 	  	 ２ 	 設立当初の役員の任期は、第１４条第１項の規定にかかわらず、設立の日から昭和３７年３月３

１日までとする。 

 	  	 ３ 	 この定款は昭和３６年９月２５日よりこれを施行する。 


